
自宅にくる通知がわからな
いことでお困りなら、郵便
物を一緒に確認します

福祉サービスの利用手続き
がわからなければ、お手伝
いします

決められた金額の中で生活
できるよう、金融機関の手
続きを代行します
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日常生活自立支援事業について紹介します

　地域には、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、福祉サービス（介護保険サービス、
障害福祉サービス）の理解が一人では難しい方、お金の使い方に不安を抱えている方もいます。
　今回の特集では、そのような場合の支援として、日常生活自立支援事業を中心に紹介します。

フェイスブックページ

https://
www.facebook.com/
kikugawasyakyou/

1

社会福祉法人　菊川市社会福祉協議会
〒439-0019 静岡県菊川市半済1865（プラザけやき内）

☎〈0537〉35-3724　Fax〈0537〉35-3202
Eメール　info@kiku-syakyou.or.jp

 ホームページ http://www.kiku-syakyou.or.jp/
社協（社会福祉協議会）は、みなさんと共に

「安心していきいき暮らせるまち」を考え、推進する民間団体です。

菊川市社協 検索

社協だより No.173
2019年

7月発行



縁
之
下
チ
カ
ラ日常生活自立支援事業とは

※日常生活自立支援事業は、静岡県社会福祉協議会より委託を受けて菊川市社会福祉協
議会が窓口となり、ご本人との契約に基づき行います。詳細は菊川市社会福祉協議会へ
お問い合わせください。

　社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい・精神障がいをお持ち
の方などで、日常生活を営む上で必要な福祉サービス（介護保険サービス・障がい福祉サービス）を自分
の判断だけで適切に利用することが難しい方を対象に、本人との契約に基づき、「福祉サービスの利用援
助」を基本サービスとして、「日常的な金銭管理」や「書類等預かり」を行う事業です。

　Sさんの利用例を紹介します。

　日常生活自立支援事業は、ご本人の意思に基づいて行う事業です。
　したがって、Sさんが、必要のないと思われる高額な商品を多数購入してしまった場合でも、Sさんの契
約行為を取り消すことはできません。
　この場合、もし、Sさんの判断能力が低下している場合には、成年後見制度の利用を検討していくこと
になります。

　Ｓさんは、買い物や医療費、公共料金の支払いを全て現金により支払っていました。
　しかし、認知症の症状から、未払いになっている書類なのか、支払い済みの書類なのかがわからな
くなってしまい、一人では混乱してしまうことが増えていきました。
　そこでＳさんは、社会福祉協議会と契約をし、日常生活自立支援事業を利用することにしました。

Sさん（70代女性　一人暮らし）の利用例

・生活に必要なお金の引き出しや医療
費の支払いを社会福祉協議会が代行

・現金で必要なお金（食費・日用品費）
を１週間ごとに分けて、決められた金
額の中でSさんがやりくり

・公共料金は口座引落し手続き

①金銭管理について

②書類について

・S さんが全て現金で管理し、支払う

・未払いになっている書類なのか、支払
い済みの書類なのかがわからなくなっ
てしまい、一人では混乱してしまう

・郵便物や支払通知などを社会福祉協
議会の専門員又は生活支援員が S さ
んと一緒に確認し、必要な物と不要
な物を分ける

日常生活自立支援事業利用前 日常生活自立支援事業利用後

【契約の取り消しが必要になったら…】

【市民後見人の推進】

　家庭裁判所に審判の申し立てを行い、本人の援助者として、成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助
人）が選ばれる法定後見制度の利用が考えられます。成年後見人等は、決められた範囲であれば、代理
手続きや、Sさんの契約行為に対してSさんの不利益となっているものであれば取り消すことができるよ
うになります。
　この成年後見人等は、親族の場合もあれば、専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）などの場合もあ
ります。

【成年後見制度】
●判断能力が低下している方の場合

　判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療養看護や財産
管理に関する事務について、代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成する公正証書によって
結んでおく任意後見制度の利用が考えられます。
　任意後見制度であれば、判断能力があるうちに、「誰に」、「どのような支援」をしてもらうかを契約に
より決めることとなります。

●判断能力がある方の場合

種別　

高齢者

障がい者

総合

窓口名

菊川市地域包括支援センター

菊川市役所 福祉課 障がい者福祉係

菊川市社会福祉協議会

住所

菊川市半済1865
（プラザけやき内）

電話　

0537-37-1120

0537-37-1252

0537-35-3724

FAX

0537-37-1113

0537-37-1255

0537-35-3202

成年後見制度については、下記へご相談ください。

菊川市社会福祉協議会　菊川市半済1865（プラザけやき内）　☎0537-35-3724

　成年後見人等の申し立ては増加傾向にありますが、人間関係の希薄化や核家族化などにより、親族が
成年後見人等になって支えていくことが難しくなっています。また、専門職成年後見人等も人手不足に
なっていくことも考えられます。
　そこで現在、注目されているのが市民後見人です。市民後見人は、利用される方と同じ市民という立場
で、成年後見人等になる方のことです。
　現在、菊川市社会福祉協議会では、菊川市より委託を受け、掛川市・御前崎市と三市合同により「第１
期東遠地域市民後見人養成講座」を開催し、市民後見人の養成を進めています。
　今年の秋頃より、第２期東遠地域市民後見人養成講座受講者を募集する予定でおりますので、興味の
ある方はぜひ受講してください。
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Ｑ．現在の活動について教えてください。
　嶺田の地域サポーター代表、小笠北小放課後子ども教室（バドミントン）、歌
声サロン（毎月第４木曜日）、商工会の理事、民生委員のOB会（レクリエーショ
ン）、金バト会（毎週金曜日にバドミントン）をしています。自治会長をして、
民生委員に推薦されたことで輪が広がり、地域福祉にも興味がわき、その後サ
ポーターとして民生委員を補助しながらいろいろ活動しています。民生委員を
退任された方がサポーターになってくれ、人数も増え、活動もやりやすくなり
ます。

Ｑ．活動して楽しいことや印象に残っていることがあったら教えてください。
　「北小放課後子ども教室」で、一年間終わると手紙を子ども達が書いてくれる事が嬉しいです。親御さん
からも「叱って下さい。」と言われ、子ども達も素直に聞いてくれます。子ども達が、高校生、大学生になっ

ても声をかけてくれる事が嬉しく、７年目になるのですが、
それが嬉しくて辞められないです。
　嶺田「お元気会」では、平均85歳位の人達（最高齢96歳）
とバス旅行に行くのが楽しみです。車いすも用意して旅
行に臨むのですが、皆と一緒に歩くのが嬉しい様で、使っ
たことはありません。バスの中でクイズ、ビンゴゲーム
をし、散策する時も出来る範囲で皆と歩き、その笑顔を
見るのが嬉しいです。今年も5月に山梨に行きます。（イ
ンタビュー時５月前半）

Ｑ　趣味や楽しみなことは何ですか。
　趣味は野球観戦です。小さい時から、運動が得意で、野球・サッカー・ソフトボール、今ではバドミント
ンを楽しんでいます。運動をすると一生の仲間が出来るので、また格別です。　
　75歳になってもスポーツを楽しむことが出来て、楽しいです。金バト会は、多い時で30人くらい集まり、
いろいろな年代の人とワイワイやっています。今は、新野の人達と一緒に新野公民館でやっています。

Ｑ　これからの目標や、やってみたいことがあったら教えてください。
　楽しく旅行・会合・同窓会（岳洋中・毎年開催）を続け
たいです。会合でイベントを考えるのが楽しいです。同窓
会後、“楽しかった、ありがとう”と言われるのが生きがい
になっています。頼りにされるのが、嬉しいので、毎年、
続けたいです。
　つながり、絆が生きがいです。

 人とのつながり・和

三浦 節男 さん
（自治会名：嶺田）

歌声サロン

嶺田地区敬老会 全員合唱

4※皆さんのお近くで笑顔輝いている方がいましたら社会福祉協議会へご紹介ください。

笑顔、輝いてます　－第95回－



特定非営利活動法人ミライ
（NPO法人ミライ）

　菊川市内でブラジル人向け託児所ミライを設立して４年目です。平成２９年１２月１２日に法人
化しました。NPO法人ミライでは、１歳から３歳は母国語中心の保育と教育、４歳から６歳は母
国語と日本語及び英語教育、７歳以上では公立小中学校への移籍準備として日本語による授業で読
み、書き、会話、計算などを行っています。

　その他、地域住民の協力をいただき、日本の慣習（遊び）を体験するために、夏には「流しソー
メン」「スイカ割」、冬には「餅つき大会」が行われ、県内各テレビ局で放映されました。子ども達
も普段とは違う場所と雰囲気の中で大きな掛け声を出し、活き活きと活動していました。

特定非営利活動法人ミライ（NPO法人ミライ）は緊急募集をしています
―　保育士　（日本での取得者）
―　日本語教師又はブラジル人の子ども達に日本語を教えていただける方（資格不要）
―　送迎用車両の運転士

私たちの活動に賛同していただける企業、団体、個人の方、いらっしゃいましたらご連絡ください。
お問い合わせ先　理事長　黄地　潔（おおち　きよし）０９０－８４５７－１４８９
〒４３９－００１９　菊川市半済１１１７番地
☎２９－７３０１
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● 平成30年度 菊川市社会福祉協議会決算報告
平成30年度の決算概要について、次のとおりご報告いたします。

勘定科目

会費収益

寄附金収益

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益

医療事業収益

その他の収益

サービス活動収益計

10,593,200

204,885

48,670,254

60,961,045

550,780

139,002,937

2,562,520

12,830,359

2,389,945

277,765,925

3.8%

0.1%

17.5%

21.9%

0.2%

50.0%

0.9%

4.6%

0.9%

（Ａ） 　　　

決算額収益 構成比

サービス活動増減の部 単位：円

人件費

事業費

事務費

助成金費用

負担金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他の費用

サービス活動費用計

サービス活動増減差額

220,777,852

37,356,825

15,239,579

7,489,000

369,177

5,904,895

△ 481,622

0

286,655,706

△ 8,889,781

77.0%

13.0%

5.3%

2.6%

0.1%

2.1%

-0.2%

0.0%

（Ｂ） 　　　

（Ａ）－（Ｂ）　

決算額費用 構成比

受取利息配当金収益

その他サービス活動外収益

サービス活動外収益計

12,530

2,938,324

2,950,854

決算額収益

サービス活動外費用計

経常増減差額

0

△ 5,938,927

決算額費用

サービス活動外収益の部 単位：円

固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計

1,043,500
100,000

1,143,500

決算額収益

当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他積立金取崩額
次期繰越活動増減差額

△ 4,888,012
99,395,323
94,507,311

0
19,062,909

113,570,220

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額

49,115
0

43,470
92,585

1,050,915

決算額費用

特別増減の部 単位：円

※比率については小数点第 2 位を四捨五入して掲載しています。

収益（サービス活動増減）

費用（サービス活動増減）

会費収益
3.8%

寄附金収益
0.1%

経常経費
補助金収益
17.5%

受託金収益
21.9%

事業収益
0.2%

介護保険
事業収益
50.0%

障害福祉
サービス等
事業収益
0.9%

その他の収益
0.9%医療事業収益4.6%

人件費
77.0%

事業費
13.0%

事務費5.3%
助成金費用2.6%

負担金費用0.1% 減価償却費2.1%
国庫補助金等
特別積立金取崩額0.2%

総務企画係（☎35-3724）問合せ

6子育て相談　火～土曜日　9：00～16：30　きくがわ子育て支援センター☎37-1135　おがさ子育て支援センター☎73-5698



● 平成30年度 菊川市社会福祉協議会決算報告
平成30年度の決算概要について、次のとおりご報告いたします。

勘定科目

会費収益

寄附金収益

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益

医療事業収益

その他の収益

サービス活動収益計

10,593,200

204,885

48,670,254

60,961,045

550,780

139,002,937

2,562,520

12,830,359

2,389,945

277,765,925

3.8%

0.1%

17.5%

21.9%

0.2%

50.0%

0.9%

4.6%

0.9%

（Ａ） 　　　

決算額収益 構成比

サービス活動増減の部 単位：円

人件費

事業費

事務費

助成金費用

負担金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他の費用

サービス活動費用計

サービス活動増減差額

220,777,852

37,356,825

15,239,579

7,489,000

369,177

5,904,895

△ 481,622

0

286,655,706

△ 8,889,781

77.0%

13.0%

5.3%

2.6%

0.1%

2.1%

-0.2%

0.0%

（Ｂ） 　　　

（Ａ）－（Ｂ）　

決算額費用 構成比

受取利息配当金収益

その他サービス活動外収益

サービス活動外収益計

12,530

2,938,324

2,950,854

決算額収益

サービス活動外費用計

経常増減差額

0

△ 5,938,927

決算額費用

サービス活動外収益の部 単位：円

固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計

1,043,500
100,000

1,143,500

決算額収益

当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他積立金取崩額
次期繰越活動増減差額

△ 4,888,012
99,395,323
94,507,311

0
19,062,909

113,570,220

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額

49,115
0

43,470
92,585

1,050,915

決算額費用

特別増減の部 単位：円

※比率については小数点第 2 位を四捨五入して掲載しています。

収益（サービス活動増減）

費用（サービス活動増減）

会費収益
3.8%

寄附金収益
0.1%

経常経費
補助金収益
17.5%

受託金収益
21.9%

事業収益
0.2%

介護保険
事業収益
50.0%

障害福祉
サービス等
事業収益
0.9%

その他の収益
0.9%医療事業収益4.6%

人件費
77.0%

事業費
13.0%

事務費5.3%
助成金費用2.6%

負担金費用0.1% 減価償却費2.1%
国庫補助金等
特別積立金取崩額0.2%

総務企画係（☎35-3724）問合せ

ボランティアの輪・和・話（三つの“わ”）

災害ボランティア支援本部立ち上げ・運営訓練を実施します

「水ようおはなし会」
　菊川文庫(市立図書館)の開館を機に絵本の読み聞かせグループとし
て発足し、今年で33年目となります。会員は30代から70代と幅広く、
楽しく活動しています。毎週のおはなし会を軸に、人形劇、絵本の勉
強会、出張おはなし会、こども図書館、日ようおはなし会等と活動の
幅が広がっています。
　今年度、子ども読書活動で文部科学大臣表彰を受賞いたしました。
多くの方々からお祝いのことばを掛けていただきました。おはなし
会が親子のふれあいの場、情報交換の場として今後も楽しくワイワイ

と活動を続けていければと思っております。「継続は力なり」を信じて！
 問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

　今年度も菊川災害ボランティアコーディネーターと協働して
災害ボランティア支援本部立ち上げ・運営訓練を実施します。
災害ボランティア派遣の流れを体験してみたい方はぜひご参加
ください。
 日　　時 　令和元年８月31日（土）９:00～11:30（小雨決行）
 会　　場 　プラザけやき
 問合せ・申込先 　菊川市社会福祉協議会　地域福祉係 　☎35-3724

誰もが“笑顔”になれる　レクリエーション講座開催（ふれあい健康づくり）
～　レクリエーションで生き生きライフをサポート　～

　高齢者の生活に「笑顔」を増やすことが、レクリエーションの目
的の１つです。レクリエーションは、人と人とのコミュニケーショ
ンの場となり、笑顔が生まれ、人の輪をつないでいきます。この講
座を通じて、楽しむための心がけるべきポイントや、対象者が「や
りたい」と思えるレクリエーションのノウハウ、コミュニケーショ
ン、寄り添った支援のあり方等についてのサポートを学びましょう。
　さあ、まずは講座に参加して、自らの心と体をリフレッシュし、
笑顔あふれる楽しい時間を共有しましょう！

 持　ち　物 　飲み物、タオル（運動できる服装）
 定　　員 　30名程　参加に関しては、一日参加も可能です。
　　　　　ただし、定員になり次第締め切ります。

 申込方法 　8月22日（木）までにお電話又は窓口にてお申し込みください。
 申込・問合せ先 　菊川市社会福祉協議会　地域福祉係　☎35-3724

回 開　催　日 内　　容 場　　所

１ 令和元年  ９月   ５日（木）  
13：30～15：30

居場所づくり研究所
代表　田井中　正志　氏 菊川市総合保健福祉センター

  プラザけやき　201会議室
  （　受付開始　13：00　）２ 令和元年  10月  ５日（土）

13：30～15：30
島田市レクリエーション協会
事務局長　青野　弘子　氏

レクリエーション講座で仲間づくりができます

人
之
世
タ
ス
ケ
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ボランティアの広場

ボランティア相談　月～金曜日　８：15～17：00　プラザけやき　☎35-3724



 開催日時 　令和元年９月２８日（土）９: ３０～１４: ００　※今年から日程を変更します
 会　　場 　草笛の会場施設内【菊川市上平川7番地の1】
 内　　容 　チャリティバザー、施設紹介、ふれあいステージ、模擬店など
　　　　　※チャリティバザーの提供品は、８月１９日（月）から回収します。
　　　　　　回収場所は、草笛の会です。ご協力お願いします。
 問合せ先 　草笛の会 草笛共同作業所　☎73－5239

 実施期間 　　令和元年８月１日（木）～８月30日（金） 
 回収場所 　　菊川市社会福祉協議会窓口（プラザけやき内）、菊川市役所小笠支所
 希望食品 　　 穀類（お米、麺類、小麦粉等）、保存食品（缶詰、瓶詰め等）、インスタント食品、調味料、食

用油、飲料（ジュース、コーヒー、紅茶等）、ふりかけ、お茶漬け、のり、ギフトパック（お
歳暮、お中元）など、常温で保存が効くもの

（食べ物を寄贈する時の注意）
　①�生鮮食品の寄贈は受け付けておりません。
　②�賞味期限が令和元年11月以降の食べ物を寄贈ください。
　③�原則未開封の食べ物を寄贈ください。
　④�お米、缶詰、パスタ、そうめん、防災食などが喜ばれます。
 問合せ先 　　菊川市社会福祉協議会　☎35－3724 2019 8 81 30

「フードドライブ」にご協力ください

福祉総合相談
 日時 　月～金曜日　８：１５～１７：００

生活困窮者自立相談
 日時 　月～金曜日　８：１５～１７：００
心配ごと相談
 日時 　８月１日（木）   ９：００～１２：００
　　　  ８月15日（木）１３：００～１６：００
 会場 　プラザけやき
 日時 　８月 ５日（月）１３：００～１６：００
　　　  ８月20日（火）    ９：００～１２：００
 会場 　中央公民館

結婚相談
 日時 　８月２日（金）１８：００～２１：００
　　　  （受付２０：００まで）
　　　  ８月18日（日）    ９：００～１２：００
　　　  （受付１１：００まで）
 会場 　プラザけやき
　　　  ※初めての方は写真と印鑑をご持参ください。
ひきこもり、不登校相談
 日時 　月～金曜日　８：１５～１７：００
 会場 　プラザけやき

※毎月第１月曜日（祝日の場合は翌週）には、
　ひきこもり・不登校サロンを開設しています。

 予約電話 　０９０－１４７６－３２３３

第37回くさぶえの祭典のご案内

参加者募集　各種事業

今年度も「ふれあい広場」において、「赤ちゃんはいはいレース」を実施します。かわいい
赤ちゃんランナーの参加をおまちしております。
 日　　程 　令和元年10月26日（土）13：30～（集合13：00予定）
 対 象 児 　菊川市在住で、開催当日に１歳未満の乳児
　　　　　※定員（３０名）になり次第募集を締め切ります。
　　　　　※当日申し込みはご遠慮させていただきます。
 申込受付 　８月13日（火）８時15分から受付開始
 問合せ・申込先 　菊川市社会福祉協議会　地域福祉係
　　　　　　　 ☎35－3724　FAX35－3202

ふれあい広場「赤ちゃんはいはいレース」参加者募集
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